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  令和７年度保育利用申込みの御案内冊子の配布と受付の開始について 

 

京都市では、令和７年４月からの保育園（所）、認定こども園の保育園部分、小

規模保育事業所、事業所内保育事業所及び家庭的保育事業所への入園（所）申込み

について、御案内冊子の配布と受付を開始します。 

 

 

１ 御案内冊子の配布開始日及び配布場所 

配布開始日 配布場所 

令和６年１０月２日（水） 

保育園（所）、認定こども園、小規模保育事業所、 

事業所内保育事業所及び家庭的保育事業所 

（以下「保育施設・事業所」という。） 

各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室 

（以下「区役所・支所」という。） 

 

２ 申込受付 

（１）受付場所 

   第一希望の保育施設・事業所 

ただし、令和７年４月開園予定の保育施設・事業所を第一希望にする場合は、

当該保育施設・事業所の開園予定地を所轄する区役所・支所 

 

（２）受付期間（一次調整） 

   令和６年１０月２日（水）～１１月１５日（金）（必着） 

※ １１月１日（金）までは第一希望の保育施設・事業所で受付、１１月２日

（土）以降は、第一希望の保育施設・事業所が所在する地域の区役所・支所

にて１１月１５日（金）まで受付。 

※  １１月１５日（金）までに御提出いただいた申込みのうち、不足書類や不

備書類の再提出、希望先の変更や追加等の届出は１２月１３日（金）まで

受付。 
※  １１月１６日（土）以降にお申込みいただいたものは一次調整の対象とは

ならず、一次調整結果通知後に実施する二次調整以降の対象となります。 

 

（３）申込みに必要な書類 

① 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書と保育が必要な事由に応じた添付資料※ 

② 保育が必要な理由書 

※ 添付資料の詳細については、１０月２日配布開始予定の冊子「令和７年度保

育利用申込みの御案内」を御覧ください。 

 

 

 



（４）申込状況等の公表 

 各施設・事業所の受入枠については、１０月２日（水）に京都市情報館の以

下のページに掲載を行う予定です。 

 なお、１１月２５日（月）に一次調整受付終了時点での申込状況および受入

枠を公表予定です。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html 
 

３ ポイント制の主な見直しについて 

  施設・事業所の受入枠を上回る申込みがある場合、京都市が申込児童ごとに保

育の必要性について、優先度判定基準（ポイント制）に基づき利用調整を行いま

す。令和７年度のポイント制の主な見直しは、以下のとおりです。 

（１） マイ保育園・マイこども園ポイントの新設 

未就園児がおられる世帯の支援を目指して、令和７年４月保育利用分から、

マイ保育園・マイこども園を登録されている場合の加点（１点）を新設します。

加点の適用にあたっては、マイ保育園・マイこども園の登録をしていることが

わかる書類の写し（マイ保育園登録メールの写し、または施設で発行する証明

書）の提出が必要となります。 

※ 施設で発行する証明書は、令和６年１０月２日以降に発行可能となる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 内定辞退減点の新設 

児童の入院や急な転勤・転居の場合を除き、利用希望日が属する年度中の保

育利用申込において、保育施設又は事業所の利用内定を辞退している場合は、

減点（－５点）の対象となります（令和７年４月二次調整分（＝一次調整辞退

分）から適用開始）。 

 

４ 問合せ先 

  各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室（子育て推進担当） 

  （京北地域は京北出張所保健福祉第一担当） 

 北  432-1284    上京 441-5119    左京 702-1114 
 中京 812-2543    東山 561-9350    山科 592-3247 
 下京 371-7218    南  681-3281    右京 861-1437 
 京北 852-1815    西京 381-7665    洛西 332-9195 
 伏見 611-2391    深草 642-3564    醍醐 571-6392 

＜「マイ保育園・マイこども園」、「マイ幼稚園」とは＞ 

保育園（所）や幼稚園等に通っていない未就園児を含めた子育て家庭（妊娠

中の方を含む。）を対象に、身近な保育園や幼稚園等が「かかりつけ園」となり、

保育士や幼稚園教諭などの専門職による育児相談などの子育て支援を実施する

サービスです。 
事業の詳細や対象の施設の一覧については、こちらを御覧ください。 
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000322693.html 
 

＜登録方法＞ 

１ 実施施設を確認 
２ スマートフォンやパソコンから以下のＵＲＬの申請フォーム 

  にアクセスし、必要事項を入力の上申請し、登録完了 
https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/tourokufo-mu 

３ 登録した施設に電話し、施設への訪問日時等を調整 
４ 子育て支援の提供（子育て相談、子育て情報の提供など） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000322693.html
https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/tourokufo-mu

